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企画提案説明書 

 
  
１ 事業の概要 
（１）業務名 

  岡山県障害者権利擁護センター及び岡山県障害者差別解消相談センター運営業  
 務 

（２）業務の内容（詳細は別添仕様書のとおり） 
 （ア）岡山県障害者権利擁護センター運営業務 

① 岡山県障害者権利擁護センターの設置、運営 
② 障害者虐待防止・権利擁護普及啓発事業 
③ 障害者虐待防止・権利擁護研修事業 

 （イ）岡山県障害者差別解消相談センター運営業務 

① 障害者差別解消相談窓口の設置、運営 
② 障害者差別解消の普及啓発及びあいサポート運動の推進事業 

（３）契約期間 
 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）委託金額（見積上限額） 
 金９，１９０，４７１円以内（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 
 また、業務の内容ごとの委託金額（見積上限額）は次のとおり 

（ア）岡山県障害者権利擁護センター運営業務 
① 岡山県障害者権利擁護センターの設置、運営 金３，８３５，１７９円以内 
② 障害者虐待防止・権利擁護普及啓発事業     金６４９，６１６円以内 
③ 障害者虐待防止・権利擁護研修事業       金５２４，９２０円以内 

（イ）岡山県障害者差別解消相談センター運営業務 
① 障害者差別解消相談窓口の設置、運営    金３，２２９，２５６円以内 

② 障害者差別解消の普及啓発及びあいサポート運動の推進事業 
金９５１，５００円以内 

 
２ 企画提案を求める具体的内容 
（１）岡山県障害者権利擁護センター及び岡山県障害者差別解消相談センター運営業

務の事業実施計画について事業実施に対する基本的な考え方、取組方針、苦情
に対する対応処理、事業実施計画、運営体制について記載すること。 

（２）個人情報の取扱い 
事業の実施で知り得た個人情報の取扱いの方針について記載すること。 

（３）経費の見積 
事業実施経費内訳（消費税及び地方消費税の額を含む。）を記載すること。 

 
３ 参加意思確認書に関する事項 

（１）参加意思確認書の作成様式 
（様式第１号）のとおり 

（２）記載上の留意事項 
岡山県障害者権利擁護センター及び岡山県障害者差別解消相談センター運営業

務に係る業務委託への「参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書
の提出を求める公告」（以下「公告」という。）５に掲げる応募要件を満たして
いる状況等について記載すること。 
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（３）問合せ先 
 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 
 岡山県子ども・福祉部障害福祉課 障害福祉企画班 担当 土居 
 TEL：０８６－２２６－７３４３（直通） FAX：０８６－２２４－６５２０ 
 Mail：isupport@pref.okayama.lg.jp 

（４）提出期間 
   令和８年３月１９日(木)から令和８年３月２４日(火)までの９時から１７時ま

で 
（５）提出先 

 上記（３）問合せ先に同じ。 
（６）提出方法 

 電子メール又はＦＡＸ（令和８年３月２４日(火)１７時必着）とする。 

   
 
４ 企画提案書に関する事項 
（１）企画提案書の提出者の選定 

期限までに提出のあった参加意思確認書を審査し、公告５の応募要件を満たし
ている者に対し、企画提案書の提出者として選定された旨を書面により通知す
る。 

（２）企画提案書の作成様式 
 （様式第２号）のとおり 

（３）提出部数 
正本１部、副本６部 ※副本についてはコピーでもよい。 

（４）記載上の留意事項 
 企画する事業の内容について、具体的に記載すること。 

（５）問合せ先 
 上記３（３）問合せ先に同じ。 

（６）提出期間 
   令和８年３月２４日(火)から令和８年３月３０日(月)までの９時から１７時ま

で 
（７）提出先 

 上記３（３）問合せ先に同じ。 
（８）提出方法 

 郵送、電子メール又は持参（令和８年３月３０日(月)１７時必着）とする。 
 ※電子メールの場合、企画提案書等は１つの PDF ファイルにまとめること。 

 
５ 企画提案書の提出者としての非選定理由に関する事項 
（１）参加意思確認書を提出した者のうち、企画提案書の提出者として選定されなか

ったものに対し、選定されなかった旨及びその理由（以下「非選定理由」とい
う。）を書面により通知する。 

（２）（１）により通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内
に、書面により非選定理由についての説明を求めることができる。 

（３）（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から３日以内に、書
面により行う。 

（４）非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりとす
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る。  

  ① 受付場所  ３（３）問合せ先に同じ。 
  ② 受付時間  土曜日、日曜日及び祝日を除く、９時から１７時まで 
  ③ 受付方法  郵送又は電子メールとする。 
 
６ 企画提案書の選定 
（１）企画提案書を選定するための評価 
   審査基準のとおり 

また、別に定める審査要領に基づき選定委員会を設置し、提案書等の内容を総
合的に判断し、委託候補先を選定する。 

（２）結果の公表 
 審査結果の通知は、文書で行う。 

（３）企画提案書のプレゼンテーション等 

   企画提案書の内容について、ヒアリング又はプレゼンテーションを実施するこ 
とがあるので、その旨を承知しておくこと。  

 
７ 委託候補先としての非選定理由に関する事項 
（１）企画提案書を提出した者のうち、委託候補先として選定されなかったものに対

し、選定されなかった旨及びその理由（以下「非選定理由」という。）を書面に
より通知する。 

（２）（１）により通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内
に、書面により非選定理由についての説明を求めることができる。 

（３）（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から３日以内に、書
面により行う。 

（４）非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりと
する。 

①受付場所  ３（３）問合せ先に同じ。 
②受付時間  土曜日、日曜日及び祝日を除く、９時から１７時まで 
③受付方法  郵送又は電子メールとする。 

          
 
８ その他留意事項 
（１）提出期限までに参加意思確認書を提出しない者及び企画提案書の提出者として

選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出することができな
い。 

（２）参加意思確認書及び企画提案書の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーシ
ョンに要する経費は、提出者の負担とする。 

（３）提出された参加意思確認書及び企画提案書は返却しない。 
（４）提出期限後における参加意思確認書又は企画提案書の差し替えは認めない。 

（５）参加意思確認書又は企画提案書に虚偽の記載をした場合は、これを無効とす
る。 

 


